
令和  年  月  日 
（宛先）幸田町長 

 
 

求職活動等申立書 
 
 

私は、子どもが保育園の入園申込・継続にあたり、求職活動（起業準備）を開始する

ため、家庭での保育が困難です。 
入園後３か月以内に就職先を探し、就労に関する証明書を提出いたします。なお、入

園後３か月以内に就労に関する証明書を提出できない場合は、保育園等を退園すること

を了承いたします。 
 
 

住所                          

保護者氏名                       

児童氏名                        

園名                          

活動開始日    令和   年  月  日       

 
 【注意事項】 

・求職活動等での入所申込については年度内に１度きりしかできません。 
 ・就労先の決定後、すみやかに就労証明の提出をしてください。 
 ・３歳以上児の児童の保護者につきましては、３か月以内に就労ができなかった 

場合、定員に余裕があれば継続して特例入所することができます。 
 
 

 


